
外様小藩における中期改革

外
様
小
藩
に
お
け
る
中
期
改
革

　
　
―
豊
後
岡
藩
の
延
享
改
革
―

一

後
　
藤
　
　
重
　
巳

　
い
わ
ゆ
る
「
藩
政
改
革
」
に
は
、
初
期
・
中
期
・
後
期
の
時
代
推
移
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
著
し
い
特
質
を
も
っ
て
い
る
。

　
そ
の
目
的
に
は
、
藩
の
権
力
機
構
の
再
編
成
や
、
財
政
対
策
を
中
核
と
す
る
も
の
な
ど
、
様
々
な
眼
目
が
あ
り
、
そ
の
性
格
は

一
様
で
は
な
い
。
十
七
世
紀
後
半
期
に
は
じ
ま
る
こ
の
改
革
は
、
幕
政
に
お
け
る
享
保
・
寛
政
・
天
保
の
諸
改
革
と
連
動
し
な
が

ら
展
開
し
て
行
く
。

　
諸
藩
に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
改
革
の
う
ち
、
幕
末
期
に
お
け
る
改
革
は
事
例
的
に
も
多
く
、
そ
の
内
容
も
極
め
て
鮮
明
で
あ
り
、

そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
成
果
を
見
て
来
た
。

　
し
か
し
、
初
期
・
中
期
の
改
革
、
と
り
わ
け
地
力
小
藩
の
そ
の
事
例
に
関
し
て
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
か
、
研
究
は
「
名

君
の
事
績
」
的
な
域
を
出
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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本
小
稿
で
と
り
上
げ
た
豊
後
岡
藩
に
お
け
る
延
享
期
に
お
け
る
改
革
も
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
不
問
に
付
さ
れ
て
来
た
一
例
で

あ
ろ
う
。

　
岡
藩
に
お
け
る
延
享
改
革
は
、
文
禄
期
以
降
、
数
代
に
亘
り
世
襲
化
さ
れ
た
藩
主
交
替
の
の
ち
に
、
譜
代
家
か
ら
、
急
養
子
と

し
て
迎
え
ら
れ
た
藩
主
・
中
川
久
真
の
就
任
と
同
時
に
開
始
さ
れ
た
。

　
改
革
の
眼
目
は
勿
論
、
藩
財
政
の
立
て
直
し
に
重
点
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
底
流
に
は
、
脱
外
様
的
志
向
も
左
右
し
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
。
比
較
的
限
定
さ
れ
た
史
料
を
中
心
に
、
こ
の
延
享
改
革
に
つ
い
て
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
い
と
思
う
。

一

一

　
中
央
幕
政
に
あ
っ
て
は
、
ハ
代
将
軍
吉
宗
の
享
保
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
た
頃
、
豊
後
岡
藩
は
中
川
久
志
の
執
政
期
で
あ
っ
た
。

　
彼
の
晩
年
の
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
四
月
、
岡
藩
江
戸
上
屋
敷
は
火
災
に
あ
い
、
中
屋
敷
を
経
て
目
黒
屋
敷
に
移
っ
た
も
の

の
、
翌
年
二
月
、
こ
の
目
黒
屋
敷
も
焼
失
し
た
。
加
え
て
こ
の
年
、
春
以
来
の
天
候
不
順
に
よ
っ
て
、
西
日
本
全
域
は
、
未
曾
有

の
大
飢
饉
と
な
っ
た
。
岡
藩
に
あ
っ
て
も
例
外
で
な
く
、
領
内
農
村
は
、

稲
腐
、
穂
は
出
俣
て
も
実
乗
り
不
≒
甲
、
皆
無
也
。
所
二
寄
、
少
々
宛
稲
実
の
り
有
り
。
緒
方
筋
西
組
別
て
悪
敷
、
朽
網
・
井

田
筋
八
三
歩
一
、
或
八
五
歩
の
所
も
有
リ
。
御
領
内
総
内
検
有
リ
。
御
物
成
壱
万
石
も
可
ぃ
有
之
積
二
俣
得
共
、
所
二
寄
、

種
子
も
無
レ
之
故
、
種
子
二
渡
る
現
米
ハ
、
四
千
石
余
、
御
蔵
納
型
。
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と
い
う
状
況
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
領
内
社
会
は

　
　
当
御
領
分
に
も
肥
後
国
よ
り
粟
大
分
参
り
候
故
、
是
ニ
て
取
続
く
。
さ
れ
共
乱
入
多
し
。
緒
方
筋
別
て
難
儀
也
。
九
月
頃
よ

　
　
り
、
山
二
木
之
実
を
拾
ひ
、
葛
之
根
を
据
、
し
ゆ
ろ
の
根
、
或
ハ
柏
の
実
を
拾
ひ
給
る
。
前
亥
の
年
迄
ハ
、
石
二
廿
五
六
匁

　
　
位
致
し
た
る
米
子
の
、
九
月
よ
り
日
上
り
に
な
り
、
石
ニ
て
百
匁
、
白
米
八
百
十
匁
、
栗
七
拾
五
匁
、
小
麦
七
十
匁
、
麦
同

　
　
断
、
豆
腐
の
か
す
十
八
文
、
こ
ぬ
か
弐
十
四
文
、
粟
ぬ
か
六
文
。

と
い
わ
れ
る
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
来
た
。

　
藩
で
は
、
「
御
家
中
扶
持
方
」
を
は
じ
め
、
慣
例
の
年
始
の
儀
式
を
中
止
す
る
な
ど
「
御
大
略
」
の
対
策
を
と
り
、
出
費
の
削
減

を
図
る
一
方
で
は
、
正
覚
寺
な
ど
の
町
内
の
寺
々
は
、
古
町
橋
向
で
乱
入
施
行
の
救
済
活
動
を
始
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
程
度
の

応
急
的
な
救
済
対
策
で
は
、
も
は
や
い
か
と
も
な
し
難
く
、
次
の
如
き
慢
性
的
な
困
窮
状
態
に
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。

享
保
十
七
年
、
田
方
ノ
虫
付
、
大
凶
年
二
付
、
御
領
内
ニ
て
三
万
人
余
飢
人
有
之
。
公
儀
よ
り
御
拝
借
御
廻
米
等
御
渡
二
相

成
、
漸
耽
読
候
程
之
儀
二
付
、
其
節
よ
り
、
一
統
及
二
困
窮
へ
耕
作
方
次
第
二
不
二
手
摺
二
相
成
一
、
寛
保
年
中
よ
り
余
地
出

来
、
高
相
減
候
。

　
享
保
十
七
年
九
月
、
幕
府
は
、
こ
の
西
日
本
に
お
け
る
虫
付
損
毛
に
よ
る
困
窮
救
済
処
置
と
し
て
、
領
国
石
高
を
規
準
に
、
穀

銀
の
貸
与
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
岡
藩
は
九
万
九
〇
〇
〇
石
以
下
、
七
万
石
ま
で
七
〇
〇
〇
両
と
い
う
定
め
に
よ
り
、
金
子
七
千

両
・
救
米
三
千
石
を
貸
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
翌
十
八
年
正
月
に
受
領
し
た
。
こ
の
貸
与
条
件
は
、
金
子
は
一
年
据
え

-
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置
き
の
五
年
賦
返
済
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
う
ち
、
米
三
〇
〇
〇
石
（
正
確
に
は
二
二
九
四
石
）
は
、
江
戸
廻
米
の
う
ち
か
ら
、
竹
田
町
町
人
に
よ
る
「
地
頭
買
請
」
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
一
五
九
九
石
余
は
当
座
の
飢
扶
持
米
と
し
て
、
残
る
米
は
、
二
月
下
旬
か
ら
麦
作
ま
で
の
夫
食
米
と
し
て
備
蓄
さ
れ

証　
一
方
、
藩
自
体
で
は
、
享
保
十
八
年
四
月
、
郡
奉
行
を
通
じ
て
、
元
禄
十
五
年
以
降
、
正
徳
二
年
ま
で
の
「
不
納
受
置
米
」
、
享

保
十
四
年
か
ら
の
「
年
賦
上
納
穀
代
」
七
具
合
ほ
か
、
様
々
な
未
納
金
穀
、
救
済
貸
付
金
穀
の
免
除
処
置
を
と
る
な
ど
し
て
、
領

民
救
済
に
全
力
を
尽
し
た
。

　
ま
た
同
年
、
藩
で
は
「
雑
石
改
」
の
方
針
を
領
内
に
通
達
す
る
と
と
も
に
、
「
庄
屋
肝
煎
給
」
を
半
減
す
る
な
ど
可
能
な
限
り
の

対
策
を
講
じ
た
。

　
こ
の
期
の
経
済
不
安
は
、
勿
論
ひ
と
り
同
藩
域
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
近
隣
諸
藩
と
て
同
様
で
あ
っ
た
。

　
享
保
十
九
年
十
二
月
、
肥
後
領
高
森
手
水
上
敷
（
色
）
見
村
の
百
姓
こ
ハ
○
人
が
、
領
内
恵
良
原
組
に
逃
散
、
元
文
三
年
一
月
に

は
、
臼
杵
領
市
場
並
石
村
の
百
姓
十
四
軒
、
男
女
四
十
五
人
が
岡
領
内
原
田
組
田
原
園
村
に
「
走
米
」
り
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
『
内

済
』
に
よ
っ
て
帰
郷
さ
せ
ら
れ
た
。

　
享
保
二
十
年
（
元
文
元
年
）
の
領
内
総
内
検
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
踏
ま
え
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
俗
に
「
元
文
検

地
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
検
地
に
は
、
異
存
も
説
え
ら
れ
た
。

　
藩
で
は
、
こ
の
経
済
・
社
会
的
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
元
文
三
年
十
月
、
中
川
玄
蕃
・
古
田
帯
刀
の
両
名
を
「
御
勝
手
向
頭

取
」
に
任
命
し
経
済
対
策
に
専
従
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
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元
文
六
年
三
月
、
改
元
さ
れ
て
寛
保
元
年
と
な
っ
た
が
、
翌
二
年
十
月
久
志
が
死
去
、
そ
れ
よ
り
前
に
安
芸
松
平
家
か
ら
養
子

に
入
っ
て
い
た
久
慶
が
家
督
を
継
い
だ
も
の
の
、
彼
は
翌
寛
保
三
年
十
月
に
急
死
、
急
養
子
と
し
て
松
平
伊
豆
守
の
弟
・
祝
之
丞

が
迎
え
ら
れ
て
就
任
し
た
の
が
、
す
な
わ
ち
中
川
久
貞
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
様
な
、
政
治
・
経
済
・
社
会
情
勢
の
中
に
新
藩
主
と
し
て
登
場
し
た
久
貞
は
、
財
政
再
建
策
を
不
可
避
的
に
背
負
わ
さ
れ

て
い
た
訳
で
あ
り
、
彼
の
家
系
的
な
異
質
さ
は
、
結
果
的
に
み
れ
ば
、
岡
藩
の
延
享
改
革
展
開
の
た
め
に
、
有
利
な
条
件
を
内
臓

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

一

一

一

　
岡
藩
に
お
け
る
延
享
度
の
改
革
を
直
接
的
に
指
導
し
た
の
は
中
沢
三
郎
左
衛
門
前
員
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
中
沢
助
長
は
、
久
貞
の
就
任
に
と
も
な
っ
て
新
し
く
起
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
少
な

く
な
い
。

　
「
岡
藩
小
史
」
目
の
延
享
元
年
三
月
二
十
七
日
の
條
に
は
、

中
沢
里
見
三
郎
左
衛
門
源
義
虎
、
在
二
江
戸
一
、
来
仕
賜
二
爵
禄
一
爵
目
聡
任
二
倹
約
元
方
・
地
方
頭
取
へ
禄
三
百
石
、
後
益

二
秩
二
百
石
一
、
通
旧
五
百
石
、
累
進
爵
擢
為
二
大
小
姓
番
頭
取
兼
惣
奉
行
職
尚
皿
七
。

清
和
皇
胤
新
田
大
炊
介
義
重
男
、
竹
林
伊
賀
守
義
俊
、
居
二
上
野
碓
井
郡
里
見
城
一
因
以
為
い
氏
。
義
俊
裔
里
見
三
郎
左
衛
門
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宗
基
子
、
刑
部
左
衛
門
宗
助
、
仕
二
越
後
高
田
一
後
辞
仕
居
二
阿
州
中
沢
邑
一
因
以
為
レ
氏
。
宗
助
嫡
男
三
郎
左
衛
門
義
虎

也
。
初
仕
二
芸
州
一
属
二
邑
主
浅
野
候
門
、
去
為
二
処
士
一
居
二
江
戸
へ
以
二
幕
府
騎
郎
斉
藤
三
右
衛
門
某
・
滝
川
十
大
夫
某

一
、
推
挙
為
二
臣
列
一
。

と
見
え
、
里
見
氏
の
後
裔
、
中
沢
三
郎
左
衛
門
助
長
（
義
虎
）
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
経
緯
の
の
ち
、
斉
藤
・
滝
川
内
氏
の
推
挙
に
よ
っ

て
、
中
川
氏
に
か
か
え
ら
れ
た
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。

　
当
の
中
沢
家
に
か
か
わ
る
『
中
沢
氏
世
譜
』
に
よ
る
と
、
こ
の
中
沢
助
員
の
起
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
く
見
え
る
。

延
享
元
甲
子
年
三
月
二
十
七
日
、
於
二
江
府
御
広
闘
士
二
郎
左
衛
門
儀
、
兼
々
勝
手
向
不
如
意
之
処
、
別
て
当
分
甚
差
支
族
　
　
8
0

事
故
、
此
度
勝
手
取
直
之
筋
二
付
、
斉
藤
三
布
衛
門
限
江
御
頼
被
い
中
、
其
元
被
二
召
抱
一
族
、
因
い
舷
、
知
行
三
百
石
、
格
式
　
　
一

目
付
格
・
倹
約
元
方
・
地
方
頭
取
役
被
二
中
村
一
、
無
二
遠
慮
一
敗
計
可
j
（
中
族
。

　
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
両
郡
古
談
』
の
延
享
元
年
三
月
の
記
事
よ
る
と
、
「
於
二
江
戸
一
帯

刀
殿
御
年
番
御
免
、
浪
人
中
沢
三
郎
左
衛
門
御
召
抱
、
五
百
石
ニ
て
番
頭
格
被
二
仰
付
こ
、
「
同
年
九
月
、
中
沢
三
郎
左
衛
門
御
勝

手
向
地
方
頭
取
被
二
仰
付
こ
と
見
え
る
。

　
中
沢
氏
起
用
に
際
し
て
、
中
川
久
貞
が
、
老
職
の
古
田
氏
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
藩
経
済
や
、
そ
れ

を
立
て
直
す
た
め
に
中
沢
氏
を
起
用
す
る
こ
と
に
決
め
た
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
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久
貞
の
書
簡
に
よ
る
と
、
当
期
の
藩
経
済
は
極
度
に
行
き
詰
ま
っ
て
お
り
、
前
年
か
ら
は
、
僅
か
の
支
払
も
出
来
兼
ね
る
状
況

に
あ
り
、
藩
と
し
て
の
公
的
な
勤
め
に
も
支
障
を
来
た
し
家
中
へ
の
給
与
も
滞
り
勝
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
国
元
や
大
坂
に

対
し
て
「
手
段
方
」
を
申
し
付
け
た
も
の
の
、
両
地
と
も
施
す
術
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
経
済
事
情
の
悪
化
は
、
ひ
い
て
は
、

藩
主
久
貞
の
行
政
手
腕
の
な
い
故
だ
と
し
て
世
情
の
悪
評
判
が
久
貞
自
身
の
耳
に
も
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
う
し
た
折
、
滝
川
、
斉
藤
両
氏
の
口
入
に
よ
っ
て
、
中
沢
三
郎
左
衛
門
な
る
人
物
を
見
出
し
た
。

　
藩
の
苦
境
を
乗
り
切
る
た
め
に
は
、
中
沢
氏
に
万
事
を
委
ね
て
、
財
政
改
革
を
断
行
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
藩
で
は
、
役
人
、
・
家

中
に
限
ら
ず
、
幕
府
に
対
す
る
従
前
の
規
式
は
と
も
角
と
し
て
も
、
一
切
の
古
式
・
先
例
、
格
式
の
高
下
・
新
旧
を
論
ず
る
こ
と

な
く
、
以
降
十
ケ
年
を
限
っ
て
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

　
右
の
主
旨
に
添
い
、
中
沢
氏
の
指
導
に
従
っ
て
改
革
の
成
果
に
向
っ
て
行
動
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
藩
政
改
革
の
大
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
中
沢
三
郎
左
衛
門
は
、
九
月
に
早
速
、
岡
に
入
り
、
先
ず
領
内
巡
見
に
よ
っ
て
、
経
済
状
況

の
掌
握
に
務
め
た
ら
し
い
。

　
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
工
藤
氏
歴
代
家
譜
録
」
の

一
、
同
年
九
月
、
御
仕
置
御
役
、
中
沢
三
郎
左
衛
門
様
、
江
戸
ヨ
リ
御
下
向
、
十
月
上
旬
御
領
御
廻
見
、
十
月
五
目
、
宮
戸
村

　
　
へ
止
宿
、
翌
六
日
、
九
重
野
・
柏
原
・
恵
良
原
、
葎
原
組
馬
場
村
へ
止
宿
、
至
極
御
急
。

と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
も
ほ
ぼ
、
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

81-



♂

ｊ

Ｃ

　
中
沢
氏
は
、
こ
う
し
た
領
内
検
分
に
よ
っ
て
世
情
の
掌
握
を
行
う
と
と
と
も
に
、
ま
ず
、
役
人
の
更
迭
を
含
め
た
機
構
の
改
革

に
着
手
し
た
。

　
『
両
郡
古
談
』
は
、
同
年
十
月
二
十
七
日
に
「
諸
役
人
替
り
、
宗
旨
奉
行
・
郡
奉
行
兼
帯
」
と
記
し
、
郡
奉
行
に
野
村
八
十
郎
・

青
木
孫
左
衛
門
・
秋
岡
左
源
太
の
三
人
を
命
じ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

　
ま
た
、
在
方
諸
役
入
御
従
士
代
官
制
を
廃
止
し
、
諸
役
人
を
給
人
代
官
に
直
し
た
。

　
一
方
、
山
岡
茂
次
右
衛
門
・
和
田
忠
左
衛
門
・
柳
井
幸
七
の
三
人
を
、
三
郎
左
衛
門
の
「
平
射
吟
味
役
」
に
任
用
す
る
と
と
も

に
、
十
一
月
十
三
日
に
は
、
「
人
役
方
」
「
綿
綴
方
」
の
役
人
に
田
島
茂
兵
衛
を
起
用
し
た
。
同
月
二
十
五
日
、
先
に
御
年
番
御
免

に
な
っ
た
古
田
帯
刀
を
改
易
し
、
十
二
月
十
五
日
に
は
、
家
老
に
認
め
ら
れ
て
い
た
猟
場
の
接
収
、
同
日
、
郡
奉
行
総
役
所
詰
の

宿
番
制
を
施
行
し
た
。

　
「
岡
藩
小
史
」
の
記
事
に
よ
る
と
、
中
沢
氏
が
延
享
元
年
九
月
、
岡
に
入
っ
た
直
後
か
ら
翌
二
年
春
に
か
け
て
、
何
件
か
の
罷
免

事
件
が
見
え
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
十
一
月
三
日
、
大
小
姓
供
目
附
役
の
佐
曽
利
畦
右
衛
門
重
矩
が
「
坐
ぃ
事
」
し
て
「
既
ぃ
爵
」
さ
れ
、
同
じ
頃
、

従
士
喜
多
村
喜
右
衛
門
が
「
有
二
姦
意
こ
と
し
て
十
二
月
二
十
六
日
に
処
罰
さ
れ
た
。

　
こ
れ
よ
り
前
の
十
一
月
二
十
五
日
、
先
に
久
真
の
就
任
と
と
も
に
「
御
年
番
御
免
」
に
な
っ
て
い
た
家
老
職
の
古
田
帯
刀
大
江

和
弘
が
「
坐
ぃ
事
」
て
「
賜
二
致
仕
こ
わ
り
、
植
木
村
の
別
邸
に
散
居
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
彼
は
翌
二
年
五
月
出
奔
し
、
家
名
が

除
か
れ
た
。

　
翌
二
年
二
月
二
十
六
日
に
は
、
中
小
姓
賄
役
の
青
木
久
右
衛
門
貞
義
が
「
坐
ぃ
事
」
し
て
「
収
爵
」
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
私
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曲
」
に
よ
る
も
の
と
い
う
。

　
こ
の
様
な
「
坐
ｙ
事
」
と
記
さ
れ
る
事
件
が
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
内
容
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
に
は
明
ら
か
に
な

し
得
な
い
。

　
し
か
し
、
御
年
番
役
御
免
に
な
っ
た
古
田
帯
刀
が
更
に
「
坐
ぃ
事
」
し
て
散
居
を
命
ぜ
ら
れ
、
散
居
先
か
ら
出
奔
し
た
と
い
う

事
件
は
、
中
沢
氏
の
改
革
に
反
動
的
な
行
動
を
と
っ
た
た
め
の
処
罰
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
く
、
大
小
姓
目
附
役
佐
曽
利
氏
ら
の

勤
行
も
、
古
田
帯
刀
の
動
き
と
連
動
す
る
も
の
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
事
件
は
、
中
沢
氏
の
改
革
に
お
け
る
人
事
機
構
の
改
変
に
件
う
問
題
に
起
源
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
中
沢
氏
の
起
用
に
際
し
、
久
貞
が
一
切
の
古
式
先
例
・
格
式
の
高
下
新
旧
を
論
ず
る
こ
と
の
な
い
思
い
切
っ
た
新
施
策
を
中
沢

氏
に
期
待
し
た
こ
と
と
表
裏
相
通
じ
て
お
り
、
永
い
因
習
的
な
藩
政
執
行
部
の
体
質
改
善
な
く
し
て
は
、
改
革
の
断
行
が
不
可
能

な
状
況
に
あ
り
、
中
沢
氏
の
起
用
問
題
そ
の
も
の
が
、
ま
ず
そ
の
先
鞭
の
模
範
で
あ
っ
た
。

　
更
に
は
、
藩
主
久
貞
自
身
が
、
藩
と
し
て
は
は
じ
め
て
、
他
家
か
ら
の
養
子
大
名
で
あ
り
意
の
ま
ま
に
な
る
自
派
人
事
の
改
革

が
先
ず
大
き
な
課
題
と
し
て
存
在
し
た
筈
で
あ
っ
た
。

　
尤
も
、
こ
れ
ら
一
連
の
罷
免
事
件
を
、
改
革
に
と
も
な
う
単
な
る
人
事
機
構
の
改
織
と
考
え
る
だ
け
で
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、

こ
の
改
革
の
根
本
眼
目
に
は
、
新
任
の
血
縁
外
藩
主
に
よ
る
権
力
掌
握
の
た
め
の
人
事
排
斥
運
動
が
件
っ
て
い
た
の
か
、
今
後
の

問
題
と
さ
る
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
。
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四

　
中
沢
氏
の
改
革
は
、
以
上
見
て
来
た
よ
う
に
人
事
機
構
の
改
革
と
と
も
に
、
ま
ず
領
内
郷
村
に
対
す
る
改
革
の
指
導
徹
底
の
た

め
の
改
革
条
目
の
発
布
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。

　
こ
の
改
革
条
目
は
、
延
享
元
年
十
月
に
発
令
さ
れ
た
。

　
そ
の
内
容
は
、
二
つ
の
「
覚
」
の
計
十
六
か
条
か
ら
成
っ
て
い
る
。
以
下
、
全
条
を
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
覚
（
一
）

①
一
、
御
家
中
よ
り
庄
屋
共
へ
頼
物
有
ぃ
之
、
右
頼
物
、
百
姓
共
へ
中
村
差
出
候
趣
、
そ
の
間
へ
多
く
族
、
以
来
、
何
様
の
儀

　
　
　
技
二
相
頼
一
族
と
も
、
百
姓
共
二
切
掛
け
中
間
敷
候
、
も
し
掛
け
候
は
ば
、
吟
味
の
上
、
押
領
の
筋
可
二
中
村
一
候
、

②
一
、
糠
・
藁
等
御
用
捨
技
ぃ
遊
族
上
、
百
姓
江
自
然
間
違
中
付
族
者
於
ぃ
有
ぃ
之
は
、
承
り
の
中
通
り
、
庄
屋
の
越
度
可
二
中

　
　
　
村
一
候
、

③
一
、
在
中
に
人
力
・
郷
夫
多
と
雖
、
三
郎
左
衛
門
吟
味
の
上
、
郡
奉
行
よ
り
そ
の
掛
の
御
代
官
へ
中
道
族
様
二
可
ぃ
致
族
間
、

　
　
　
外
々
よ
り
人
夫
な
ど
差
出
族
は
、
吟
味
の
上
、
品
に
よ
り
越
度
に
可
二
中
村
一
候
、

④
一
、
大
庄
屋
其
方
に
帳
蔵
有
ぃ
之
、
只
今
ま
で
は
物
人
、
郷
中
掛
り
、
又
は
　
上
よ
り
技
量
‐
の
旨
、
令
二
承
知
一
族
、
以
来

　
　
　
は
大
庄
屋
の
役
所
故
、
人
々
の
手
前
々
々
に
て
繕
修
覆
可
ぃ
仕
候
、
惣
て
、
居
宅
た
り
と
言
共
、
其
掛
の
役
人
参
り
候
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節
は
、
少
々
垣
の
破
れ
、
其
外
損
じ
候
所
、
繕
い
候
二
人
力
仕
似
候
義
格
別
、
そ
の
外
、
庄
屋
宅
に
百
姓
集
メ
、
御

　
　
　
威
光
を
以
て
家
作
等
致
涙
者
於
ぃ
有
ぃ
之
は
、
越
度
可
二
中
付
一
候
、

⑤
一
、
御
家
中
よ
り
借
用
金
銀
は
、
そ
の
時
約
束
の
通
り
返
弁
可
ぃ
仕
涙
、
又
、
借
用
致
涙
識
者
、
勝
手
次
第
、
田
畑
等
相
渡

　
　
　
候
識
、
堅
く
無
用
可
ｙ
仕
候
、

⑥
一
、
小
庄
屋
壱
村
に
漆
三
本
宛
被
二
仰
付
一
候
間
、
百
姓
地
面
の
障
に
成
不
≒
甲
所
に
、
植
置
可
乙
甲
候
、
右
の
趣
、
大
庄

　
　
　
屋
・
小
庄
屋
共
に
可
二
相
守
一
候
、

⑦
一
、
兼
て
申
達
置
涙
五
人
組
御
仕
置
帳
、
此
度
相
渡
涙
間
、
一
村
に
弐
冊
宛
相
渡
涙
、
一
冊
は
御
端
々
の
御
代
官
所
ま
で
可

　
　
　
二
差
出
一
候
、
一
冊
は
庄
屋
方
に
差
置
、
一
ケ
月
に
壱
度
宛
、
百
姓
に
為
二
読
聞
】
可
ｙ
中
候
、

⑧
一
、
引
高
の
者
、
御
城
蔵
・
七
里
蔵
、
勝
手
払
に
仕
り
、
惣
百
姓
迷
惑
仕
涙
由
相
聞
涙
、
自
今
以
後
、
引
高
の
外
は
、
諸
事

　
　
　
百
姓
同
前
に
伴
出
可
肌
江
候
、

⑨
一
、
道
作
・
井
手
役
、
古
来
は
惣
高
に
掛
来
り
涙
得
共
、
近
年
狽
り
に
相
成
涙
趣
相
聞
候
、
自
今
惣
高
に
掛
け
涙
様
に
可
ぃ
仕

　
　
　
涙
、

⑩
一
、
惣
百
姓
、
庄
屋
へ
加
勢
の
識
、
小
庄
屋
村
は
、
大
庄
屋
へ
は
加
勢
不
ぃ
仕
筈
の
処
に
、
近
年
大
庄
屋
へ
も
致
二
加
勢
一
、

　
　
　
二
重
に
相
成
、
百
姓
致
二
迷
或
ご
候
旨
相
聞
涙
、
自
今
二
重
に
相
成
不
≒
甲
様
可
し
双
涙
、

⑩
一
、
諸
奉
公
人
、
在
中
江
罷
出
、
理
不
尽
の
族
有
ぃ
之
の
節
、
其
通
り
に
仕
置
涙
由
相
聞
候
、
自
今
左
様
有
ぃ
之
候
は
は
、
可

　
　
　
二
申
出
一
候
、
以
上
、

　
　
　
　
子
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
沢
三
郎
左
衛
門
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覚
（
二
）

⑩
一
、
百
姓
共
、
及
二
困
窮
一
の
趣
、
相
違
二
御
聴
一
候
へ
共
、
近
年
其
方
共
承
涙
通
り
、
甚
御
身
上
御
差
支
族
上
々
様
方
暮
方

　
　
　
も
御
難
儀
被
レ
遺
、
其
の
上
、
諸
家
中
の
面
々
、
下
々
に
至
る
ま
で
扶
助
不
ぃ
被
レ
遊
品
も
無
ぃ
之
程
之
儀
に
涙
族
、
軽

　
　
　
輩
は
御
暇
被
レ
下
候
程
の
被
二
思
召
一
、
家
中
は
半
減
に
被
ぃ
為
レ
成
、
甚
不
便
に
思
召
涙
雨
、
然
は
、
御
勝
手
に
米
銀

　
　
　
無
ぃ
之
、
近
年
、
百
姓
心
得
違
に
て
、
御
年
言
及
二
難
渋
一
之
族
有
ぃ
之
、
甚
御
難
儀
被
見
び
遺
、
右
二
付
、
百
姓
陰
願

　
　
　
御
力
不
ぃ
及
、
御
捨
置
被
‰
箆
日
、
依
ぃ
之
百
姓
の
難
儀
も
凌
可
≒
甲
哉
の
思
召
、
家
中
の
立
場
、
百
姓
共
よ
り
相
網
膜

　
　
　
糠
藁
等
差
免
し
涙
様
に
と
、
三
郎
左
衛
門
に
被
・
仰
付
へ
右
之
品
謹
み
て
承
り
、
御
上
の
御
難
儀
御
捨
置
、
百
姓
の
助

　
　
　
に
も
可
二
相
成
一
哉
の
思
召
有
之
趣
、
三
郎
左
衛
門
有
難
仕
合
に
奉
し
仔
御
請
仕
り
、
夫
よ
り
致
二
工
夫
一
尚
亦
違
二
御
聴
　
　
一

　
　
　
一
、
掛
仲
同
等
減
少
相
極
、
右
糠
・
藁
掛
仲
間
の
減
少
の
人
力
、
百
姓
助
け
と
存
候
、
此
度
差
免
遺
族
、
此
上
随
分
仁
夫
　
　
8
6

　
　
　
人
力
不
足
二
相
成
中
候
様
二
役
所
役
所
へ
中
触
置
候
、
此
上
、
頂
り
に
人
中
付
涙
者
の
於
ぃ
有
ぃ
之
は
、
た
と
へ
三
郎
左
　
　
一

　
　
　
衛
門
役
所
よ
り
可
二
中
付
一
涙
共
、
早
速
以
二
書
付
一
、
三
好
左
衛
門
方
へ
注
進
可
畠
・
候
、
其
節
致
二
吟
味
一
可
レ
遺
族
、

⑩
一
、
右
の
通
涙
間
、
石
盛
免
付
の
儀
は
、
古
来
よ
り
差
出
し
来
り
涙
物
故
、
可
二
相
網
一
筈
に
心
得
、
随
分
百
姓
堅
固
に
相

　
　
　
励
無
二
油
断
一
可
二
精
出
一
族
、
ケ
様
に
前
々
よ
り
出
物
出
来
涙
儀
を
、
於
二
御
当
代
一
御
慈
悲
被
二
仰
付
一
族
上
は
、
随
分

　
　
　
く
精
出
、
百
姓
相
励
み
、
御
年
貢
米
銀
御
定
免
之
可
二
相
網
一
族
、

⑩
二
御
上
、
此
節
御
倹
約
専
二
被
ぃ
遺
族
、
百
姓
共
も
随
分
倹
約
を
用
ひ
、
祝
儀
、
不
祝
儀
名
の
み
計
の
取
計
に
可
乙
往
候
、

　
　
　
男
子
は
股
引
等
致
二
所
持
一
致
候
と
も
、
肌
着
染
の
外
仕
間
数
涙
、
ボ
タ
ン
付
等
は
堅
く
可
二
停
止
一
候
、
有
来
涙
羽

　
　
　
織
可
二
所
持
一
候
共
新
規
に
羽
織
等
拵
、
奢
り
ケ
間
数
儀
仕
間
数
涙
、
惣
て
右
の
趣
に
準
じ
、
男
女
共
に
相
心
得
可
レ
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中
、
月
代
は
高
び
ん
に
不
レ
致
、
ビ
ン
ツ
ケ
等
は
軽
く
可
レ
用
、
若
き
者
共
は
結
巻
中
共
、
多
く
不
レ
巻
、
男
女
共
に
異

　
　
　
風
に
髪
を
結
い
不
レ
可
レ
中
族
、
休
日
等
に
も
大
勢
集
り
族
て
、
よ
し
な
き
咄
を
不
ぃ
可
レ
致
、
同
酒
の
会
不
ぃ
可
レ
致
、

　
　
　
惣
て
ま
ず
庄
屋
の
方
へ
立
寄
り
、
此
度
抜
二
仰
出
一
族
御
条
目
の
趣
承
ぃ
之
、
咄
に
も
答
へ
、
五
節
句
・
氏
神
の
祭
礼
日

　
　
　
又
は
休
日
等
二
折
節
、
我
等
方
よ
り
大
も
出
し
為
レ
承
レ
之
、
今
度
為
二
中
間
一
族
趣
、
不
ぃ
用
所
於
レ
有
レ
之
は
、
大
庄

　
　
　
屋
・
小
庄
屋
不
ぃ
及
ぃ
中
、
村
役
大
典
二
吟
味
之
上
、
品
に
よ
り
越
度
可
二
中
付
へ
□
他
横
目
の
義
は
役
儀
に
族
間
、

　
　
　
急
度
可
二
中
付
一
族
、
惣
て
皿
・
鉢
・
椀
・
家
具
等
美
麗
不
レ
可
ぃ
用
、
庄
屋
た
り
共
、
猫
足
膳
又
は
、
折
敷
之
類
用
、

　
　
　
之
、
塗
は
し
ゆ
ん
け
い
之
外
不
ぃ
可
ぃ
用
、
椀
は
、
赤
・
黒
共
に
渋
塗
の
外
、
箸
は
は
き
竹
井
他
不
ぃ
可
ぃ
用
、
料
理
は

　
　
　
無
ぃ
拠
客
有
ぃ
之
節
は
一
汁
一
菜
、
漬
物
は
勝
手
次
第
、
可
二
相
心
得
一
、
婚
礼
仏
事
、
右
に
可
二
相
心
得
一
族
、
酒
は
買
　
　
一

　
　
　
酒
を
用
中
ま
じ
く
、
手
造
り
の
濁
り
酒
に
て
可
二
相
済
一
、
此
度
我
等
儀
御
領
内
頭
取
蒙
ぃ
仰
候
二
付
、
百
姓
共
不
便
に
　
　
8
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
存
族
間
、
御
上
に
準
じ
、
百
姓
倹
約
迄
為
二
中
間
一
、
身
持
の
品
ま
で
、
意
見
を
加
へ
候
間
、
堅
く
可
二
相
守
一
族
、

（
㈲
二
、
百
姓
仲
作
間
借
賃
之
儀
、
随
分
無
二
間
違
一
取
引
可
ぃ
仕
候
、
御
年
貢
等
江
［
四
回
之
百
姓
、
庄
屋
方
よ
り
判
形
出
［
㈲

　
　
　
口
可
二
相
渡
一
候
、
大
庄
屋
は
、
小
庄
屋
方
こ
右
同
断
、
大
庄
屋
こ
は
御
代
官
・
郡
奉
行
方
よ
り
皆
済
一
紙
可
ぃ
造
族
、

　
　
　
我
等
井
表
二
押
印
致
可
レ
遣
候
、
若
し
、
家
中
よ
り
金
銀
借
用
之
百
姓
於
レ
有
レ
之
候
ハ
は
、
可
二
相
済
一
族
□
門
口
等

　
　
　
ハ
不
二
相
渡
一
候
、

⑩
一
、
［
囚
口
抜
二
仰
出
一
族
五
人
組
御
仕
置
帳
、
堅
可
二
相
守
一
候
、
若
診
二
相
背
族
一
者
、
急
度
大
庄
屋
之
越
度
二
可
二
中
付
一

　
　
　
族
、
其
村
小
庄
屋
は
不
‰
原
中
、
村
役
人
は
、
右
二
準
可
二
中
付
一
之
旨
、
堅
可
二
相
守
一
族
、

　
　
　
　
以
上



子
十
月

中
沢
三
郎
左
衛
門

　
中
沢
氏
の
延
享
改
革
に
か
か
わ
る
断
片
的
記
述
は
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
如
く
、
「
岡
藩
小
史
」
「
中
沢
氏
家
譜
」
な
ど
に
散
見
し

て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
う
か
が
い
得
る
史
料
は
、
右
に
か
か
げ
た
、
二
つ
の
「
覚
」
に
ほ
ぽ
限
定
さ
れ
て
い

　
し
か
し
、
こ
の
「
覚
」
も
、
そ
の
奥
書
に
よ
る
と
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
十
一
月
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
折
す

で
に
、
そ
の
典
拠
本
に
は
解
読
不
明
な
部
分
が
生
じ
て
い
た
ら
し
く
「
虫
」
、
〒
‘
―
」
の
記
述
や
符
合
意
味
不
明
な
部
分
が
見
え
、

完
全
な
史
料
と
は
い
え
な
い
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
天
保
の
筆
写
史
料
及
び
、
こ
れ
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
北
村
氏
翻
割
木
を
中
心
に
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
二
つ
の
「
覚
」
全
十
六
か
条
に
わ
た
る
こ
の
「
御
改
政
条
目
」
の
内
で
「
覚
」
の
第
一
条
に
は
、
当
期
の
藩
財
政
の
実
情
が
か

な
り
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
甚
御
身
上
御
差
支
」
の
故
、
「
上
々
様
方
御
暮
方
も
御
難
儀
」
を
極
め
、
家
中
の
内
に
は
、
「
扶
助
不
ぃ
被
ぃ

道
草
」
は
な
い
程
で
、
特
に
「
軽
輩
」
に
至
っ
て
は
「
御
暇
被
ぃ
下
」
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
実
に
は
「
家
中
は
半

減
に
被
レ
為
レ
成
」
ざ
る
を
得
な
い
現
状
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
状
況
は
、
先
に
引
用
し
た
、
久
貞
か
ら
古
田
氏
に
宛
て
た
書
簡
の
内
容
と
全
て
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
覚
」

の
中
に
は
、
極
め
て
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。
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そ
れ
は
、
こ
う
し
た
藩
経
済
の
行
き
詰
ま
り
の
最
大
の
原
因
は
「
御
勝
手
に
米
銀
無
に
之
」
故
で
あ
り
、
更
に
そ
の
原
因
は
「
近

年
百
姓
心
得
違
に
て
、
年
貢
及
二
難
渋
一
之
族
有
ｙ
之
」
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
述
べ
る
点
で
あ
る
。

　
従
っ
て
そ
こ
か
ら
、
改
革
の
諸
施
策
を
前
提
に
し
て
、
「
石
盛
免
付
の
儀
は
古
来
よ
り
差
出
し
来
り
候
物
故
可
二
相
細
こ
舌
に
心

得
、
随
分
百
姓
堅
固
に
相
励
」
み
「
御
年
貢
米
銀
御
定
免
を
可
二
相
細
工
と
い
う
改
革
の
理
念
が
導
き
出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

五

　
以
下
、
二
つ
の
「
覚
」
の
計
十
六
か
條
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
覚
」
の
配
列
に
関
し
て
で
あ
る
が
］
」
と
�
と
で
は
、
改
革
の
趣
旨
を
周
知
す
べ
点
か
ら
考
え
れ
ば
�
Ｏ
と
　
　
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
天
保
の
写
本
の
体
裁
に
従
う
。

　
ま
ず
「
覚
」
］
」
十
一
か
條
を
通
じ
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
問
題
は
、
百
姓
夫
役
の
軽
減
と
そ
れ
に
対
す
る
厳
し
い
監
視
姿
勢
と
で

あ
る
。

　
そ
れ
は
、
全
十
一
か
條
中
、
七
か
條
に
も
及
ん
で
い
る
。

　
百
姓
夫
役
つ
ま
り
「
人
役
」
は
、
人
役
方
か
ら
組
・
村
に
対
し
て
掛
け
込
ま
れ
る
も
の
で
、
正
年
貢
負
担
に
も
増
し
て
、
大
き

な
百
姓
負
担
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
初
期
の
夫
役
そ
の
も
の
の
直
負
担
か
ら
、
次
第
に
「
夫
米
」
や
「
夫
銭
」
に
変
化
し
て
行
く

が
、
こ
の
負
担
を
一
時
的
に
軽
減
し
て
、
農
村
経
済
の
立
て
直
し
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
沢
氏
の
総
改
革
方
就
任
に
際
し
、

人
事
機
構
改
革
の
中
で
「
人
役
方
」
を
設
置
し
た
意
図
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。



　
岡
藩
で
は
、
こ
の
「
人
後
」
は
時
代
に
よ
っ
て
高
一
〇
石
に
つ
い
て
五
人
の
場
合
と
ハ
人
の
場
合
と
が
あ
っ
た
。

　
「
御
覧
帳
細
注
」
�
所
収
の
「
人
役
之
事
」
に
よ
る
と
、
こ
の
人
後
は
、
万
治
三
年
（
ヱ
八
六
〇
）
の
定
め
に
よ
っ
て
、
高
一
〇
石

に
対
し
て
Ｉ
〇
人
と
な
り
、
若
し
そ
れ
を
超
過
し
た
場
合
は
、
▽
人
に
つ
き
「
鉉
桝
二
升
」
ず
つ
の
「
日
用
」
を
与
え
る
こ
と
に

定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
コ
に
Ｉ
〇
石
に
付
き
五
人
、
宝
永
五
年
に
は
再
び
Ｉ
〇
人
掛
り
に
変
更
さ
れ
、
さ

ら
に
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
五
人
、
そ
し
て
享
保
二
十
一
年
に
八
入
掛
り
と
な
り
、
幕
末
期
（
文
化
期
）
に
至
っ
た
。

　
「
豊
岡
秘
聞
」
に
は
、
延
宝
八
年
以
前
の
こ
と
は
不
詳
と
し
、
同
九
年
二
月
か
ら
宝
永
四
年
ま
で
は
五
人
後
、
同
年
二
月
か
ら
享

保
八
年
八
月
迄
も
五
大
役
で
あ
っ
た
も
の
が
、
享
保
八
年
八
月
以
降
ハ
人
後
に
変
更
さ
れ
た
と
記
し
、
異
な
っ
た
記
述
を
載
せ
て

い
る
。
同
書
に
よ
る
と
、

右
人
夫
高
元
ニ
メ
、
諸
御
用
人
夫
、
人
役
方
ヨ
リ
組
々
江
掛
込
申
候
、
尤
、
九
月
ヨ
リ
翌
八
月
中
迄
、
壱
ケ
年
分
、
人
役
召
仕

高
指
引
相
極
、
右
人
吉
局
ヨ
リ
仕
ひ
越
相
成
候
得
ハ
、
過
上
米
壱
人
二
村
、
弐
升
ツ
ツ
組
々
へ
被
ぃ
下
。
尤
、
仕
ひ
高
鮮
、

右
高
人
夫
勤
不
足
候
得
ハ
、
夫
米
に
し
て
壱
人
二
村
、
弐
升
ツ
ツ
上
納
申
村
候
。

と
見
え
、
二
升
の
過
不
足
夫
役
の
定
め
は
、
細
注
と
符
合
し
て
い
る
。

　
時
代
の
や
や
下
る
文
化
十
一
年
九
月
か
ら
翌
十
二
年
八
月
迄
の
「
大
役
」
の
実
例
を
見
て
お
こ
う
。

惣
高
　
九
ぺ
四
三
一
石
八
斗
八
升
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一
四
、
一
一
一
石
七
斗
一
升
三
合
　
諸
引
高

　
　
　
七
一
五
石
二
斗
　
　
　
　
　
配
当
引
高

　
六
、
三
一
四
石
　
　
　
　
　
　
御
救
高

残
役
高
　
七
〇
、
三
八
〇
石
九
斗
六
升
七
合

　
此
人
夫
　
五
六
、
三
〇
四
人
八
歩
　
高
十
石
二
付
八
入

　
　
　
内

九
、
四
五
九
人
一
歩

　
此
米
一
八
九
石
一
斗
ハ
升
二
合

九
、
二
三
三
人
二
歩

　
此
米
一
八
四
名
六
年
六
升
四
合

三
七
、
六
コ
ー
人
五
歩

夫
米
上
納
願

▽
人
二
付
二
升
宛

人
役
勤
不
足
夫
米
上
納
分

一
人
二
付
二
升
宛

正
人
夫
勤
井
漆
納
物

立
用
人
夫
立
共
ニ

右
の
事
例
は
、
本
論
で
扱
う
時
代
を
や
や
下
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
人
役
一
〇
石
に
付
、
ハ
人
役
の
定
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
り
、

実
質
的
に
は
問
題
は
な
い
。

　
以
上
の
事
例
で
知
ら
れ
る
如
く
、
農
村
に
対
す
る
こ
の
人
役
負
担
は
、
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
延
享
の
改
革
の
眼
目
は
、
ま
ず
こ
の
人
役
に
対
す
る
一
時
的
軽
減
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
ず
、
第
一
條
は
、
家
中
か
ら
の
庄
屋
に
対
し
て
の
「
頼
物
」
が
、
更
に
庄
屋
か
ら
百
姓
に
転
稼
さ
れ
る
事
例
の
多
い
事
を
指

摘
し
、
こ
れ
を
「
押
領
の
筋
」
と
し
て
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
厳
禁
す
る
旨
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
家
中
か
ら
の
私
的
な
、
物
資
や
夫
役
の
課
徴
を
禁
止
し
、
農
民
負
担
の
軽
減
を
図
っ
た
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

　
第
二
條
も
、
近
世
期
の
諸
藩
に
お
い
て
一
般
的
に
み
ら
れ
た
馬
飼
用
の
「
糠
」
や
「
薬
」
の
、
い
わ
ゆ
る
「
糠
薬
代
」
の
賦
課

赦
免
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

　
時
代
は
確
定
で
き
な
い
が
、
「
大
役
立
用
物
」
に
よ
れ
ば
、
同
藩
で
は
、
糠
二
石
が
一
大
役
で
あ
り
、
在
中
か
ら
の
「
御
用
」
に

よ
っ
て
、
そ
の
所
に
納
め
る
場
合
に
は
、
三
石
を
も
っ
て
一
大
役
と
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
薬
は
、
一
抱
五
尺
廻
り
四
抱
一
散
と
し
て
、
一
散
に
つ
き
一
人
役
と
さ
れ
、
在
中
当
所
細
分
で
は
、
二
駄
丁
大
役
、
順
路
　
　

一

薬
で
は
、
二
束
（
一
束
五
尺
廻
り
）
一
人
役
、
ま
た
勝
薬
（
加
工
用
）
は
、
五
尺
廻
り
一
束
を
丁
人
役
と
し
、
四
尺
廻
り
で
納
め
る
場
　
　
9
2

合
は
三
乗
で
一
人
役
、
三
尺
廻
り
の
場
合
は
五
木
で
∵
六
役
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】

　
こ
の
「
糠
薬
代
」
も
、
代
米
・
代
銭
で
納
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
具
体
的
な
史
料
は
所
見
し
な
い
。

　
第
三
條
の
規
定
は
、
こ
の
糠
薬
代
を
用
捨
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
正
税
以
外
の
課
役
負
担
に
は
、
「
人
力
・
郷
夫
多
と
雖
」
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
様
々
な
形
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
間
違
中
村
」

け
る
こ
と
の
な
い
様
、
定
め
た
か
條
が
第
三
條
で
あ
る
。

　
第
四
條
・
第
十
一
條
は
、
大
庄
屋
並
び
に
小
庄
屋
に
対
す
る
規
定
外
の
課
役
負
担
を
禁
止
す
る
か
條
で
あ
る
。

　
第
四
條
で
は
、
従
来
、
大
庄
屋
帳
蔵
な
ど
の
修
覆
は
、
郷
中
割
負
担
も
し
く
は
、
公
費
に
よ
っ
て
行
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
手

前
負
担
と
し
、
こ
の
外
、
大
庄
屋
が
威
光
が
ま
し
く
百
姓
を
使
役
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
、
第
十
一
條
は
、
庄
屋
へ
の
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惣
百
姓
の
加
勢
を
、
小
庄
屋
に
限
り
認
め
、
近
来
、
大
庄
屋
に
も
加
勢
す
る
事
例
が
多
く
、
百
姓
の
二
重
負
担
と
な
る
の
で
軽
減

を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
か
條
は
、
第
一
か
條
と
同
じ
く
庄
屋
役
人
の
恣
的
な
百
姓
使
役
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
九
條
は
、
道
普
請
・
井
手
普
請
に
係
わ
る
夫
役
規
定
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
諸
普
請
に
関
す
る
規
定
は
、
厳
し
く
法
令
的
に
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
不
徹
底
に
な
っ
た
た
め
に
注
意
を
喚
起
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
道
作
・
井
手
役
は
、
本
来
惣
高
割
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、
近
年
、
「
積
り
に
相
成
」
っ
た
故
、
旧
来
の
法
式
を
遵
守
せ
よ
と
い
う
。

　
以
上
七
か
條
が
、
人
役
・
夫
役
に
対
す
る
直
接
的
な
規
定
で
あ
っ
た
が
、
残
る
四
か
條
も
、
百
姓
経
済
を
保
護
す
る
た
め
の
内

容
を
も
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
第
五
條
は
、
百
姓
が
家
中
か
ら
の
世
銀
に
際
し
、
こ
れ
を
規
定
通
り
期
日
迄
に
返
済
す
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
世
銀

に
際
し
、
田
畑
の
売
買
を
禁
止
し
、
百
姓
が
耕
地
を
手
放
す
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
回
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
六
條
は
、
小
庄
屋
を
通
じ
て
、
一
村
ご
と
に
漆
三
本
宛
を
植
え
付
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
政
策
指
導
で
あ
る
。
勿
論

こ
れ
は
、
殖
産
振
興
と
い
う
大
げ
さ
な
も
の
で
は
な
く
、
村
割
振
等
の
村
負
担
等
に
備
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
七
條
は
、
五
人
組
の
機
能
を
、
五
人
組
帳
の
整
備
を
通
じ
て
整
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
続
く
第
ハ
條
は
、
諸
引
高
の
彿
米
に
関
す
る
か
條
で
あ
り
、
組
や
村
と
直
接
的
に
係
り
を
も
つ
引
高
の
納
所
算
用
に
は
、
百
姓

に
迷
惑
が
及
ば
ぬ
よ
う
に
せ
よ
と
命
ず
る
。

　
以
上
は
、
「
覚
」
］
」
の
十
一
か
條
に
わ
た
る
内
容
に
つ
い
て
、
極
め
て
概
略
的
に
見
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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先
述
の
如
く
、
全
か
條
中
に
、
大
役
に
関
す
る
内
容
が
多
く
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
延
享
の
改
革
の
第
一
眼
目
が
、
先
ず

役
負
担
の
軽
減
策
を
通
じ
て
、
農
村
及
び
農
民
経
済
の
立
て
直
し
を
策
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

　
年
貢
を
負
担
す
る
い
わ
ゆ
る
「
本
百
姓
」
の
夫
役
課
徴
は
、
そ
の
課
徴
の
枠
を
越
す
と
農
業
生
産
活
動
に
多
大
の
支
障
を
来
た

す
。
こ
れ
を
防
止
す
る
施
策
が
「
大
役
留
め
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、

田
畑
取
揚
、
根
付
時
分
、
閉
敷
時
節
二
村
、
人
役
諸
掛
物
、
至
極
急
御
用
之
外
、
差
留
二
成
、
日
限
、
左
之
通
、
尤
、
日
限

之
間
、
御
家
中
相
対
費
用
召
仕
候
儀
、
不
二
相
成
二
段
、
年
々
触
出
二
成
。

と
述
べ
ら
れ
る
様
に
、
大
役
課
徴
は
、
重
要
な
農
作
業
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
が
配
慮
さ
れ
、
そ
の
折
に
は
、
「
相
対
　
　
9
4

費
用
召
仕
」
つ
ま
り
、
傭
い
主
と
従
事
者
と
の
間
で
の
個
人
的
な
労
使
関
係
の
取
り
極
め
も
否
定
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
　
　
　
】

　
「
大
役
留
之
事
」
に
よ
る
と
、
夏
作
取
揚
・
植
村
時
分
は
六
〇
日
、
秋
作
取
揚
・
麦
植
村
時
分
も
六
〇
日
の
間
は
、
大
役
課
徴
は

許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
大
役
課
徴
の
年
度
が
、
九
月
か
ら
翌
年
の
八
月
の
間
と
さ
れ
た
原
因
も
、
そ
の
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
課
徴
不
可
期
間
が
「
大
役
御
用
捨
」
で
あ
り
、
右
の
史
料
に
よ
る
と
、
「
右
御
用
捨
之
儀
、
何
年
よ
り
始
り
候
儀
不
に
知
、

宝
暦
八
年
以
来
之
書
面
ニ
ハ
見
へ
る
。
其
以
前
之
儀
ハ
不
二
相
分
こ
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
宝
暦
八
年
以
降
の
史
料
に
見
え
始
め

る
と
い
う
。

　
宝
暦
八
年
と
い
う
年
は
、
中
沢
氏
に
よ
る
延
享
改
革
が
、
一
〇
年
一
期
の
予
定
で
終
了
し
た
直
後
の
年
代
で
あ
り
、
「
大
役
留
」
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の
制
度
は
、
延
享
改
策
で
新
ら
し
く
打
ち
出
さ
れ
た
新
施
策
で
あ
っ
た
可
能
性
が
少
な
く
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
、
今
後
の
課
題
と
さ
る
べ
き
事
項
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
見
て
来
た
如
く
、
延
享
の
改
革
に
際
し
、
中
沢
氏
の
発
し
た
「
覚
」
］
」
は
、
人
役
の
部
分
的
中
止
や
、
課
役
体
系
の
厳
し

い
監
視
指
導
を
中
心
と
す
る
農
民
経
済
の
立
て
直
し
策
に
置
か
れ
た
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
覚
」
�
は
、
農
民
自
ら
の
倹
約
を
中
心
と
す
る
農
民
指
導
を
内
容
と
す
る
。

　
全
五
か
條
か
ら
或
る
「
覚
」
□
は
、
ま
ず
、
そ
の
第
一
條
で
、
藩
経
済
の
現
況
を
説
明
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
如
き
、
人
役

の
部
分
的
中
止
や
こ
れ
に
関
す
る
趣
旨
を
説
き
、
こ
れ
ら
が
「
御
上
の
難
儀
御
捨
置
」
の
処
置
で
あ
り
、
「
百
姓
の
助
に
も
可
二
相

成
一
哉
の
思
召
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
の
も
と
に
、
第
二
條
以
下
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
「
覚
」
□
の
内
容
は
ヽ
「
覚
」
日
に
対
し
て
、
極
め
て
論
理
的
・
説
得
的
で
あ
り
、
延
享
改
革
の
趣
旨
を
見
事
に
表
出
し
て
い
る
　
　
9
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
第
一
條
は
、
「
覚
」
日
の
内
容
を
一
括
的
に
趣
旨
説
明
す
る
形
を
と
り
、
第
二
條
の
、

一
、
右
の
疸
に
候
間
、
石
盛
免
付
之
儀
、
古
来
よ
り
差
出
来
族
物
故
、
可
二
相
納
こ
舌
二
心
得
、
随
分
百
姓
堅
固
二
相
励
、
鉦
二

　
　
油
断
一
可
二
精
出
一
族
、
ケ
様
⊇
間
々
よ
り
出
物
出
来
候
儀
を
、
於
二
御
当
代
一
御
慈
悲
被
二
仰
付
一
族
上
ハ
、
随
分
く
精

　
　
出
、
百
姓
相
励
、
御
年
貢
米
銀
御
定
免
を
可
二
相
納
一
候
。

と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。

く
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こ
の
「
覚
」
□
の
第
二
修
こ
そ
、
延
享
改
革
の
中
核
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
外
「
覚
」
日
で
述
べ
て
来
た
救
済

的
施
策
を
ふ
ま
え
て
、
「
覚
」
□
の
第
三
修
で
は
徹
底
し
た
倹
約
生
活
を
要
請
し
、
第
四
修
で
は
、
百
姓
仲
間
同
志
に
お
け
る
貸
借

の
正
常
化
を
要
請
、
第
五
條
で
は
、
先
の
「
覚
」
に
も
見
え
た
「
五
人
組
」
の
機
能
化
を
要
請
す
る
か
修
と
な
っ
て
い
る
。

」＿

ノＸ

　
中
沢
氏
の
延
亨
改
革
は
、
以
上
述
べ
て
来
た
如
く
人
事
・
機
構
の
改
革
、
人
役
を
中
心
と
す
る
農
民
負
担
の
軽
減
・
正
常
化
を

通
じ
て
の
農
村
経
済
の
立
て
直
し
、
倹
約
政
策
と
い
う
極
め
て
立
体
的
な
施
策
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
今

一
つ
流
通
施
策
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
、
畑
作
物
と
し
て
の
大
豆
を
、
流
通
機
構
に
乗
せ
た
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
「
御
覧
帳
細
注
」
日
に
よ
る
と
、

一
、
大
豆
納
方
、
先
年
は
大
坂
よ
り
好
く
、
只
今
の
七
里
蔵
納
な
り
。

　
　
大
豆
同
様
の
拵
方
に
有
ぃ
之
候
処
、
延
享
元
年
よ
り
中
沢
三
郎
左
衛
門
奉
行
職
よ
り
、
大
坂
彿
ひ
に
相
成
、
撰
び
立
並
縄

　
　
拵
方
格
別
の
違
ひ
と
な
り
、
そ
の
後
、
次
第
に
厳
重
に
相
成
、
大
坂
に
て
岡
大
豆
と
唱
え
名
産
な
り
。
こ
の
名
を
歌
わ
れ

　
　
し
は
、
中
沢
氏
の
功
な
り
。
大
坂
に
て
は
、
米
壱
石
と
大
豆
壱
石
と
同
価
と
な
る
。

と
の
記
述
が
見
え
る
。
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岡
藩
の
大
坂
に
お
け
る
蔵
屋
敷
は
、
中
川
久
清
の
時
代
の
明
暦
三
年
に
大
坂
常
安
町
に
開
設
さ
れ
、
万
治
三
年
に
過
書
町
セ
ン

ダ
木
町
に
移
さ
れ
、
享
保
二
年
の
火
災
に
よ
っ
て
こ
れ
が
焼
失
し
た
。

　
延
享
四
年
六
月
、
こ
の
蔵
屋
敷
は
、
大
坂
中
ノ
島
築
島
に
移
転
さ
れ
、
幕
末
ま
で
営
業
さ
れ
た
。

　
『
中
沢
氏
世
譜
』
延
享
四
年
十
一
月
八
日
の
項
に
「
三
郎
左
衛
門
儀
、
今
度
御
在
所
御
歌
箇
之
儀
、
並
大
坂
万
端
宜
相
片
付
中
旨

達
二
御
聴
一
（
下
略
）
」
と
見
え
、
中
沢
氏
が
、
単
に
領
内
郷
村
対
策
ば
か
り
で
な
く
、
藩
経
済
の
根
本
的
立
て
直
し
の
た
め
、
大

坂
で
の
流
通
対
策
に
ま
で
施
策
を
展
開
し
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
史
料
的
な
制
約
か
ら
、
不
明
な
点
が
多
い
。
今
後
の
史
料
探
索
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
延
享
元
年
か
ら
着
手
さ
れ
た
中
沢
氏
に
よ
る
財
政
改
革
は
、
十
年
の
才
月
を
費
し
て
宝
暦
三
年
三
月
を
も
っ
て
一
応
終
止
符
が

打
た
れ
た
。

　
彼
の
改
革
が
藩
の
財
政
を
ど
の
程
度
ま
で
立
て
直
し
得
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
証
す
る
具
体
的
史
料
に
欠
け
る
。

　
三
郎
左
衛
門
が
、
改
革
に
着
手
し
て
四
年
目
の
延
享
四
年
十
一
月
、
幕
府
は
東
海
道
阿
呆
浅
利
事
業
を
計
画
し
、
岡
藩
は
、
松

平
勝
五
郎
の
相
手
役
と
し
て
甲
州
富
士
川
普
請
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

　
翌
五
年
一
月
、
こ
の
中
川
氏
分
担
分
域
の
普
請
奉
行
と
し
て
藩
か
ら
は
中
川
宮
内
が
、
ま
た
中
沢
氏
は
副
奉
行
と
な
り
、
五
〇

〇
人
の
人
夫
を
率
い
て
姻
役
し
た
。
こ
の
事
業
に
要
し
か
人
足
は
延
二
三
一
、
八
五
六
人
、
金
子
九
七
〇
両
余
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
様
な
臨
時
の
公
役
負
担
の
天
資
を
完
遂
し
た
の
も
、
中
沢
氏
の
勝
手
方
と
し
て
の
手
腕
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
寛
延
四
年
九
月
九
日
、
同
藩
は
、
同
年
暮
か
ら
、
家
中
上
の
禄
米
を
「
定
禄
定
給
」
に
直
し
て
い
る
。
尤
も
、
こ
の
折
に
は
、

中
小
姓
格
ま
で
の
身
分
に
対
し
て
は
、
当
分
の
間
、
在
所
で
は
二
割
、
江
戸
詰
め
の
場
合
に
は
一
割
の
「
借
上
」
を
続
け
た
。

―
－
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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こ
の
岩
上
の
理
由
は
、
「
御
招
請
御
手
当
御
物
人
過
分
二
付
き
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
同
月
十
八
日
、
数
年
前
の
久
貞
家
督
相

続
祝
儀
と
し
て
、
老
中
酒
井
忠
寄
以
下
・
若
年
寄
・
大
御
目
附
、
山
田
・
日
光
奉
行
な
ど
、
幕
府
要
人
を
招
請
披
露
し
た
際
に
要

し
た
経
費
を
賄
う
目
的
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
一
部
岩
上
制
の
残
存
と
と
も
に
、
こ
の
年
の
暮
か
ら
、
「
催
合
銀
」
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

　
　
「
工
藤
氏
歴
代
家
譜
録
」
の
「
御
家
中
井
御
目
見
以
下
、
諸
奉
公
人
、
且
又
、
在
中
庄
屋
・
役
人
・
寺
社
堂
等
迄
、
歩
一
御
歌

被
成
」
と
い
う
記
事
と
符
合
す
る
も
の
ら
し
い
が
、
こ
の
実
体
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
延
享
の
改
革
は
、
こ
の
様
に
初
期
に
お
け
る
人
事
機
構
の
改
革
に
は
じ
ま
り
、
様
々
な
財
政
施
策
を
中
心
に
し
て
宝
暦
三
年
ま

で
継
続
さ
れ
た
。

　
い
わ
ゆ
る
「
藩
政
改
革
」
の
中
期
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
岡
藩
の
こ
の
延
享
改
革
の
成
果
に
？
い
て
は
、
そ
の
評
価
は
必
ず

し
も
容
易
で
は
な
い
。

　
改
革
期
の
最
中
に
行
な
わ
れ
た
富
士
川
俊
和
工
事
の
完
遂
の
実
績
や
、
末
期
の
寛
延
四
年
九
月
か
ら
は
、
一
部
家
中
士
の
俸
禄

岩
上
を
続
け
な
が
ら
も
、
定
禄
定
給
に
復
し
得
た
こ
と
は
、
こ
の
中
沢
氏
に
よ
る
延
享
の
財
政
改
革
が
、
部
分
的
に
は
一
応
の
成

果
を
あ
げ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
改
革
の
成
果
の
成
否
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
改
革
断
行
の
不
可
避
性
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
諸
傑
作
、
改
革
内
容
な
ど
と

と
も
に
、
い
ま
一
つ
重
要
な
問
題
と
し
て
、
そ
の
成
果
の
継
続
へ
の
対
策
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
十
年
一
期
を
限
っ
た
こ
の
延
享
改
革
は
、
宝
暦
三
年
三
月
、
中
沢
三
郎
左
衛
門
の
退
任
に
と
も
な
っ
て
終
幕
し
た
。

　
延
享
改
革
の
断
行
の
不
可
避
性
は
、
幕
藩
体
制
下
の
一
般
的
情
勢
と
し
て
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
改
革
の
断
行
に
大
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き
な
は
ず
み
を
つ
け
た
の
は
非
世
襲
の
他
門
出
身
の
久
貞
の
就
任
と
い
う
背
後
関
係
に
大
き
な
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ

　
久
貞
の
立
場
は
、
門
閥
的
な
近
臣
の
排
斥
と
、
中
沢
氏
の
起
用
と
い
う
條
件
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
中
沢
氏
に
よ
る
財
政
改
革
を
主
体
と
す
る
十
年
の
期
限
を
終
え
た
直
後
の
宝
暦
四
年
八
月
、
当
藩
で
は
、
「
郷
中
定
書
」
を

発
布
し
、
改
革
内
容
の
継
続
を
図
っ
た
。

　
し
か
し
、
中
沢
氏
が
退
任
し
た
宝
暦
三
年
秋
に
は
永
雨
に
よ
る
農
作
不
作
に
見
舞
わ
れ
、
翌
五
年
も
同
様
の
天
候
不
順
に
よ
っ

て
、
藩
経
済
は
再
び
慢
性
的
な
困
窮
化
状
態
に
陥
っ
た
。

　
こ
う
し
た
恒
常
化
し
た
経
済
を
再
び
立
て
直
す
た
め
に
、
登
用
さ
れ
た
の
が
井
上
主
水
左
衛
門
並
古
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
天
明

改
革
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
並
古
の
起
用
は
「
一
代
家
老
」
と
呼
ば
れ
る
様
に
、
中
沢
氏
と
同
様
、
全
く
新
し
い
人
事
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
天
明
改
革
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
十
八
世
紀
中
葉
期
以
後
末
期
ま
で
の
半
世
紀
聞
に

藩
主
一
代
の
間
に
、
中
沢
、
井
上
両
氏
の
起
用
に
よ
る
二
度
の
改
革
を
見
た
点
は
注
目
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
両
者
の
改
革
に
つ
い
て
、
後
代
の
識
者
は
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

先
年
中
沢
氏
、
御
勝
手
向
被
二
取
計
一
候
後
、
井
上
大
夫
も
出
て
、
万
事
世
話
有
ｙ
之
、
依
ぃ
之
、
御
シ
メ
置
き
も
ま
ず
ま
ず

つ
き
、
百
姓
の
心
も
服
し
候
得
共
、
中
々
百
姓
富
み
候
様
に
は
相
成
不
べ
甲
、
兎
角
、
貧
き
者
多
く
御
座
候
。
（
下
略
）

-
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右
の
指
適
は
、
中
沢
氏
の
改
革
と
そ
の
成
果
に
対
す
る
ほ
ぼ
的
を
射
た
評
価
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
中
沢
氏
の
担
当
と
し
た
延
享
改
革
の
眼
目
と
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
藩
体
制
の
維
持
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

郷
村
支
配
の
主
要
な
施
策
は
「
石
盛
免
付
の
儀
は
、
古
来
よ
り
差
出
来
り
候
物
故
、
可
二
相
納
一
筈
に
心
得
」
「
随
分
随
分
精
出
、

百
姓
相
励
み
、
御
年
貢
米
銀
御
定
免
を
可
二
相
納
こ
き
こ
と
を
前
提
と
し
た
農
村
指
導
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
不
当
な
「
人

役
」
の
検
討
を
中
心
と
し
た
貢
租
体
系
の
改
善
や
機
構
改
革
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
「
御
シ
メ
置
き
も
ま
ず
ま
ず
つ
き
」
と
い
わ

れ
る
、
や
や
「
人
気
取
り
」
的
な
施
策
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
抜
本
的
な
経
済
基
盤
の
改
革
に
ま
で
及
ぶ
改
革
で
は
な
く
、
「
中
々
百
姓
富
み
候
様
に
は
、
相
成
不
ぃ
中
」
と
い
う
結

果
で
終
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
一
方
、
こ
の
延
享
改
革
に
、
大
豆
を
中
心
と
す
る
流
通
施
策
が
、
一
つ
の
柱
と
し
て
と
り
上
げ
弓
れ
た
こ
と
は
、
同
藩
に
お
け
　
　
1
0
0

る
経
済
施
策
が
、
い
や
が
上
に
も
、
貨
幣
流
通
機
構
の
流
れ
に
乗
ら
ざ
る
を
得
な
い
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
、
こ
れ
は
や
が
て
井
上
　
　
一

氏
に
よ
る
天
明
の
改
革
に
お
い
て
、
藩
札
発
行
と
い
う
新
し
い
経
済
体
勢
へ
の
移
行
を
不
可
避
な
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
中
川
久
貞
の
藩
主
在
任
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
か
ら
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
間
で
、
十
八
世
紀
後
半
期
の
ほ
ぼ
全
期
間

に
及
ぶ
。

　
こ
の
時
期
の
領
内
経
済
と
藩
政
策
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
代
の
史
料
は
、
次
の
如
く
伝
え
て
い
る
。

（
上
略
）
全
体
、
当
御
領
内
は
山
国
故
、
寒
暖
不
常
ニ
し
て
、
秋
ヒ
至
。
霜
傷
等
之
災
難
多
、
依
ぃ
之
田
畑
秋
毛
上
検
見
願
勝
手
次

等
な
り
、
宝
暦
之
初
頃
、
暫
検
見
願
停
止
二
相
成
候
得
共
、
地
下
難
渋
致
二
付
、
同
暦
中
頃
よ
り
又
々
検
見
始
、
明
和
、
安
永
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の
頃
二
至
二
面
拾
二
八
九
八
検
見
願
之
村
二
成
、
上
へ
も
莫
大
之
御
損
毛
二
成
、
下
方
も
隙
暮
諸
事
多
ク
有
ぃ
之
二
付
、
久
貞
様
御

代
、
井
上
主
水
左
衛
門
様
御
奉
行
職
之
節
、
安
永
七
成
年
御
掟
書
ヲ
以
、
諸
事
御
改
法
被
二
仰
出
一
、
此
節
、
検
見
之
儀
は
公
私

之
費
多
二
付
、
検
見
願
止
メ
、
五
ケ
年
之
間
、
受
免
願
二
被
・
】
仰
付
一
、
不
毛
上
二
面
難
渋
之
村
々
ハ
、
一
通
見
分
二
面
現
米
被
い

下
、
兼
々
困
窮
之
村
は
御
救
等
被
二
成
下
一
、
格
別
地
下
難
渋
不
し
玖
様
被
二
仰
付
一
候
二
付
、
追
々
受
免
願
遣
二
相
成
、
検
見
願

自
然
匹
止
申
候
、
右
御
改
法
以
前
ハ
、
上
御
勝
手
向
極
々
御
難
渋
二
付
、
年
々
地
下
よ
り
御
岩
上
銀
被
二
仰
付
一
、
有
徳
成
者
共
八

名
指
″
以
、
毎
度
御
岩
上
銀
被
・
肩
付
一
族
得
共
、
御
返
下
之
御
手
段
も
無
（
下
略
）
。

　
以
上
、
史
料
の
語
る
内
容
に
よ
っ
て
も
、
宝
暦
・
明
和
・
安
永
期
を
は
さ
む
十
八
世
紀
後
葉
中
期
と
い
う
時
期
が
、
藩
に
と
っ

て
如
何
に
苦
悩
の
時
期
で
あ
り
、
改
革
に
よ
っ
て
こ
れ
を
打
開
し
よ
う
と
の
試
行
が
な
さ
れ
た
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　
外
様
藩
に
、
譜
代
出
身
の
中
川
久
貞
が
半
世
紀
近
く
在
任
し
、
そ
の
間
に
、
延
享
・
天
明
の
二
度
に
亘
る
改
革
が
断
行
さ
れ
た

訳
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
改
革
は
、
当
然
、
時
代
的
推
移
に
と
も
な
う
相
異
点
を
も
っ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
こ
の
両
者
の
綿
密
な
比
較
検
討
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
当
藩
に
お
け
る
中
期
改
革
の
実
態
を
認
識
し
た
こ
と
に
は
な
る

ま
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
紙
数
的
制
約
も
あ
り
、
中
沢
氏
に
よ
る
延
享
改
革
に
つ
い
て
の
み
、
大
略
触
れ
て
み
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
か
っ
た
岡
藩
に
お
け
る
中
期
改
革
の
お
ぼ
ろ
げ
な
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
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注
（
１
）
　
後
藤
重
已
『
豊
後
里
見
氏
の
歩
み
』
　
・
大
分
合
同
新
聞
社
『
大

　
　
　
分
の
歴
史
』
。

（
２
）
　
前
田
多
三
郎
編
『
両
郡
古
談
』
、
本
書
は
延
享
期
の
編
纂
に
な
る

　
　
　
も
の
と
思
わ
れ
る
。

心３

ヽ一

－

４

Ｗ

べ５

Ｗ

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（

1 0
）

（
い

１ １
）

（

1 2
）

（

1 3
）

（
２
）
に
同
じ
。

（
２
）
に
同
じ
。

竹
ｍ
市
立
図
書
館
所
蔵
「
御
覧
帳
細
注
」
㈹
所
牧
「
高
増
減
之

事
」

　
『
徳
川
実
紀
』
国
史
大
系
本
、
第
三
十
七
巻

（
２
）
に
同
じ
。

（
２
）
に
同
じ
。

（
２
）
に
同
じ
。

（
２
）
に
同
じ
。

北
村
清
士
『
中
川
史
料
集
』

　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
所
収
系
図
ほ
か
。

後
藤
重
巳
『
豊
後
里
見
氏
の
歩
み
』
以
外
に
彼
に
関
し
て
述
べ

ら
れ
た
著
作
は
全
く
な
か
っ
た
。

（
1
4
）
　
竹
田
市
立
図
書
館
所
蔵
、
稿
本
。

（
1
5
）
　
故
里
見
雄
二
氏
所
蔵
。
後
藤
重
巳
『
豊
後
里
見
氏
の
歩
み
』
所

　
　
　
収
付
録
。

（
1
6
）
　
（
２
）
に
同
じ
。

（
1
7
）
　
故
北
村
清
士
氏
提
供
史
料
。

（
1
8
）
　
故
小
野
相
兼
氏
所
蔵
。
こ
こ
で
は
そ
の
写
本
に
よ
る
。

（
1
9
）
　
竹
田
市
立
図
書
館
所
蔵
。
天
保
十
年
写
。
『
竹
田
史
談
会
報
』

　
　
　
第
十
五
号
所
収
史
料
は
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
2
0
）
　
竹
田
市
立
図
書
館
ほ
か
、
こ
の
種
の
写
本
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、

　
　
　
故
小
野
相
兼
氏
蔵
本
写
本
を
用
い
る
。

（
2
1
）
　
「
御
覧
帳
細
注
」
所
収

（
2
2
）
　
明
暦
法
度
に
も
こ
の
規
定
が
見
え
る
。

（
2
3
）
　
北
村
清
士
『
中
川
史
料
集
』

（
2
4
）
　
（
2
3
）
に
同
じ
。

（
2
5
）
　
『
田
能
村
竹
田
全
集
』
所
収
「
建
言
書
」
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